
４
月
２
日（
火
）～

８
日（
月
）は

発
達
障
害
啓
発
週
間

　

毎
年
４
月
２
日
～
８
日
は「
発
達
障

害
啓
発
週
間
」、
４
月
２
日
は「
世
界
自

閉
症
啓
発
デ
ー
」で
す
。自
閉
症
を
は
じ

め
と
す
る
発
達
障
害
を
知
り
、
理
解
す

る
こ
と
で
、
発
達
障
害
の
あ
る
人
だ
け

で
な
く
、
誰
も
が
幸
せ
に
暮
ら
す
こ
と

が
で
き
る
社
会
の
実
現
に
つ
な
が
り
ま

す
。

　
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
で
は
、
乳
幼
児

期
の
子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
、
発
達
の

状
態
に
応
じ
て
相
談
を
受
け
付
け
、
継

続
的
な
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。
発
達

に
関
し
て
悩
み
や
困
難
を
感
じ
て
い
る

場
合
は
、
左
記
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問�
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー

　
（
す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
内
）

　

・
有�（
５
８
２
）１
１
５
８

　

（
５
８
１
）１
６
２
８

介
護
相
談
員
を
募
集

　
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
サ
ー
ビ
ス

向
上
を
目
的
に
、利
用
者
の
声
を
聞
き
、

利
用
者
と
市
お
よ
び
事
業
所
の
橋
渡
し

を
す
る
介
護
相
談
員
を
募
集
し
ま
す
。

任
期　

 

1０
月
１
日（
火
）～

　
　
　
令
和
８
年
９
月
３０
日（
水
）

 

対 

市
内
在
住
で
次
の
す
べ
て
を
満
た
す

人
　
・  

介
護
相
談
員
養
成
研
修〔
６
月
25

日（
火
）～
2８
日（
金
）、
８
月
９
日

（
金
）に
大
阪
市
で
開
催
〕と
施
設

実
習
の
す
べ
て
に
出
席
で
き
る

　
※  

研
修
の
参
加
費
な
ど
は
市
が
負
担

　
・  

受
講
修
了
後
、
介
護
相
談
員
と
し

て
毎
月
６
日
程
度
、
市
内
で
活
動

で
き
る

内 

・ 

事
業
所
を
訪
問
し
、
利
用
者
な
ど

の
相
談
に
応
じ
る

　
・  

市
お
よ
び
事
業
所
と
の
意
見
交
換

を
通
し
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
現
状

を
把
握
し
な
が
ら
、
問
題
点
や
そ

の
改
善
方
法
を
探
る

報
酬　

 

事
業
所
へ
の
訪
問
１
回
に
つ
き

４
、０
０
０
円 

定 

１
人

選
考
方
法　
５
月
８
日（
水
）午
前
1０
時

か
ら
、市
役
所
で
レ
ポ
ー
ト
・
面
接
試
験
。

試
験
当
日
に
履
歴
書
と
レ
ポ
ー
ト（「
介
護

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
期
待
す
る
こ
と
」を

テ
ー
マ
に
８
０
０
字
程
度
、様
式
不
問
）を

持
参
。
選
考
結
果
は
５
月
中
旬
に
通
知
。

申 

４
月
３０
日（
火
）ま
で
に
電
話
で
左
記

へ
申
し
込
み
。

 

問�

介
護
保
険
課

　

・
有�（
５
８
２
）１
１
２
７

　

（
５
８
１
）０
２
０
３

認
可
保
育
園

設
置
・
運
営
事
業
者 

募
集

　
待
機
児
童
の
解
消
に
向
け
、
認
可
保

育
園（
1
施
設
、
定
員
9０
人
程
度
）の
設

置
・
運
営
を
行
う
民
間
事
業
者
を
募
集

し
ま
す
。
詳
し
く
は
募
集
要
項
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

開
所
日　
令
和
8
年
４
月
１
日

募
集
学
区　
守
山
・
吉
身
・
河
西
学
区

の
う
ち
１
ヵ
所

応
募
資
格　
認
可
保
育
園
ま
た
は
認
定

こ
ど
も
園
を
１
年
以
上
運
営
し
て
い
る

社
会
福
祉
法
人
ま
た
は
学
校
法
人
で
、

法
人
本
部
の
事
務
所
の
所
在
地
が
日
本

国
内
に
あ
る
こ
と

申 

5
月
7
日（
火
）ま
で
に
申
請
書
に
必

要
書
類
を
添
え
て
直
接
、
左
記
へ
提

出（
郵
送
不
可
）。

他 

募
集
要
項（
申
請
書
含
む
）は
、
5
月

7
日（
火
）ま
で
左
記
で
配
布
ま
た
は

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可

問�

こ
ど
も
政
策
課

　

（
５
８
４
）５
９
２
５

　

（
５
８
２
）１
１
３
８

ホームページ

４月１日（月）から「合理的配慮の提供」が義務化
　障害のある人もない人も共に生きる社会の実現を目指す中、障害者差別解消法が改正され、事業者による障
害のある人への「合理的配慮の提供」が法律上義務化されました。なお、滋賀県では「滋賀県障害者差別のない共
生社会づくり条例」において、令和元年10月から合理的配慮の提供が義務化されています。
「合理的配慮の提供」とは
　障害のある人は、日常生活で設備やサービスなどの利用が難しく、結果として活動などが制限されてしまう
場合があります。事業者は、障害のある人から「社会的なバリアを取り除いてほしい」旨の意思の表明があった
場合に、負担が重すぎない範囲で対応をすることが求められます。
「合理的配慮」には対話が重要です
　合理的配慮の提供には、社会的なバリアを取り除くための対応について、障害のある人と事業
者などが対話を重ね、共に解決策を検討することが大切です。対応が難しい場合でも、双方が情
報や意見を伝え合い、建設的な話し合いに努めることで、目的に応じて代わりの手段を見つけて
いくことができます。
問 障害福祉課　 （582）1168　 （581）0203 内閣府

リーフレット
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